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梗概 

 本論文では、空き家活用を始点に、「つながり人口」の創出を図る政策を提案する。人口減

少と高齢化が進行する養父市では、定住人口の増加が長期的課題である。しかし、一般的に

移住のハードルは高いため、まずは地域と継続的に関わりをもつ、つながり人口の増加を目

指す必要があると考える。そこで本提案では、移住の前段階として、養父市に数週間、短期

滞在する中間的住民層＝「セカンドローカル」を増やすことを目標とする。 

 実現手段としては、養父市内に点在する空き家を活用した、①多様な目的での短期滞在者

の受入れ、②企業や個人を対象としたリモートワーク拠点の提供、という二つの政策を柱と

する。短期滞在者については、滞在型観光や自然の中でのリフレッシュ、祭りなどの地域活

動への参加、移住を視野に入れた子育て環境の下見など、観光と生活の中間に位置付けた多

目的な利用を想定している。これにより、利用者が地域の日常に触れ、愛着を形成する機会

を提供する。一方、リモートワーク拠点は、通信環境や家具を整え、企業や働く世代が二拠

点生活を容易に実施できるよう整備するものである。これを企業と個人それぞれに合わせた

柔軟な運用ができる形で提供する。 

運営体制としては、養父市と地元企業の共同出資により企業を設立し、空き家を再生・運

営する。市は利用データを分析・評価することで政策効果を可視化する。この仕組みをとる

ことで、行政は事業リスクを抑えつつ、利用傾向に応じた柔軟な政策改善が可能となる。 

本提案の特徴は、交流人口の一時的な増加ではなく、生活を通じて地域と関わるつながり

人口の拡大を目指す点であるといえる。空き家を媒介にして都市と地方をつなぐ仕組みを構

築し、地域の活性化、移住・定住の促進を実現することで、養父市の「選ばれる中山間地

域」としての持続的な発展へとつなげていきたい。 
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はじめに 

本論文で提案するのは、空き家利用を始点としたつながり人口の創出である。私たちは、

養父市が「持続可能」で「選ばれる中山間地域」になるためには、最終的には定住人口の増

加が必要だと考えている。高齢化が進み自然増が難しい中で定住人口を増加させるには移住

者を増やさなければいけないが、多くの人にとって移住はハードルが高く、なかなか移住に

踏み切れない人も多い。このような理由から、私たちの提言案では、まずつながり人口を増

やすことを目標とする。具体的には、短期滞在者の受け入れやリモートワークのニーズを利

用し、移住の手前の中間的住民である「セカンドローカル」を増やすこと、そのための拠点

として市内の空き家を利用することを提案する。 

 

第 1 章 養父市の現状 

 養父市は、兵庫県北部の但馬地域の中央に位置し、人口は 20,808 人 （令和 7 年 3 月末現

在）、面積は 422.91 平方キロメートルである。氷ノ山・鉢伏山といった自然環境に恵まれて

おり、その自然を活かした西日本有数のスキー場も抱えている。 

市の主要産業としては、稲作や畜産を中心とした農業や、氷ノ山などの山岳高原をはじめ

とする自然を活かした観光業が挙げられる。観光業は、自然体験の他に、近代産業や古くか

ら残る町並みを利用したものもある。かつて日本一のスズ鉱山として栄えた明延鉱山では、

ガイドの説明を聞きながら鉱山内部を見学することができる。また近頃、地域の魅力を活か

したロケ地を提供し、ドラマや映画のロケーション撮影地としても市内の建物や風景が使用

されている。 

一方で市の人口は年々減少傾向にあり、令和２年度の高齢化率は約 40％に達している。高

齢化率は今後も増加する見込みであり、年少人口や生産年齢人口も徐々に減少しているた

め、今後働き手不足や少子化問題がさらに顕在化する恐れがある。 

 そのような課題を抱える養父市は、現在子育て支援にも力を入れている。乳幼児・子ども

医療費の無償化や保育料の負担軽減など、住民が安心して妊娠・出産・子育てに取り組むこ

とができる環境をつくっている。 

 

第 2 章 提言の方向性 

1. つながり人口の創出 

内閣府によると、関係人口とは「特定の地域に継続的に多様な形でかかわる人のこと」であ

る。養父市は図に記載の「関係人口」と「定住人口」の間に存在する人のことを「つながり人

口」と呼称している。「やぶ 2050〜居空間構想〜」においては、「 「養父市とつながりを持ちた

い」と考えてくれるつながり人口を創出し、まちづくりの輪を広げていく」と記載されており、

市としてもつながり人口の創出に力を入れていることが分かる。 

今回のテーマである「持続可能な養父市」を実現させるためには、最終的に移住・定住人口

を増やす必要がある。しかし、多くの人にとって移住に対するハードルは高いと考えられるこ

とから、まずはつながり人口を増やすべきだと考える。観光・レジャーなどで訪れる交流人口

を増やすという案も考えられるが、つながり人口と比べると地域との結びつきが弱く、長期的

な地域活性化が難しいなどの課題がある。そのため、交流人口の増加では不十分であり、つな

がり人口を創出することが「持続可能な養父市」に結びつくと考える。 
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出典：総務省「二拠点居住・関係人口」ポータルサイト 

 

2. 中間的住民層の創出 

私たちはつながり人口を創出するための具体的な政策として、短期滞在者を増やすことを提

案する。短期滞在として市内での宿泊・生活を体験してもらい、まずは継続的に市内に市外の

人間を呼び込むことを目的とする。私たちは、本論文でこの短期滞在者のことを、養父市にと

っての第二の住民という意味で「セカンドローカル」と呼称することにする。 

また、市は移住対策として様々な政策を実施しているが、近年は近隣市町から子育てを重視

し移住を検討する人や、二拠点生活についての相談をする人が増えている1。私たちはそのニー

ズを利用し、地方への移住を考えている人々が気軽にその生活を体験できる場が必要だと考え

た。 

 

3. 養父市内の空き家利用 

セカンドローカルを増やすための具体的な方策としては、空き家の活用を提案する。総務

省の住宅・土地統計調査によると、養父市の空き家は 2023 年度で 2,760 戸となってい

る。市は空き家対策として空き家バンクや体験住宅制度の設置を行っている。体験住宅で

は、1 ヶ月以上 3 ヶ月以内の空き家住宅の体験利用ができる。しかし、対象となる住宅が少な

いことや養父市への移住を考えている人に限られること、申込資格の確認や面談審査の手続

きが必要となることから、多様な目的での利用が可能なものとはなっていない。 

加えて、空き家についての市の職員へのヒアリングや現地調査で分かったことがある。空き

家の所有者は良い条件での物件の売却を望んでいること、しかし空き家の利用希望者は物件の

購入よりもハードルの低い賃貸などにニーズを感じているということだ。このことからは、利

用希望者が住宅を購入せずに養父市での生活を体験できる機会の提供が有用と考えられる。 

 空き家を活用した既存の取り組みとしては、養父市養父市場地区に設置された「triven Fab」

がある。triven Fab は株式会社アドリブワークスが約 100 年の歴史を持つ元鯉料理店・旅館を

購入し、リノベーションしたものである。コワーキングスペースとして、新しいビジネスやコ

ミュニティを育む場所としてレンタルされており、利用の際はウェブ上で事前予約し、スマー

トキーで入室することができる。 

 私たちは、triven Fab の方式を参考に、短期滞在者のために以下に言及する方法での空き家

利用を提案する。 

 

 
1 2025 年 9 月 24 日の養父市市民生活部やぶぐらし・地方創生課へのヒアリングによる。 
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第 3 章 セカンドローカル 1：短期滞在者 

私たちからの一つ目の提案は、養父市内に点在する空き家を活用し、短期滞在施設として整

備するというものである。この仕組みは、移住を検討している人に限らず多様な目的をもつ

人々に利用してもらうことを想定している。つまり、移住希望者のための移住体験だけでなく、

「地域の暮らしや自然を体感したい」「地域活動に関わってみたい」「都市部の喧騒から離れて

ゆったりと過ごしたい」「宿泊して観光したい」といった幅広い層の利用が想定される。また、

滞在期間としては数週間程度を目安とし、観光と生活の中間的な位置づけで地域を体験しても

らうことを意図している。 

こうした短期滞在施設では、観光客や地域外の人々が、ホテルや旅館とは異なるかたちで養

父市の日常を感じることができるという点が大きな特徴である。今ある空き家をリノベーショ

ンして宿泊可能な形に整えることで、利用者は他の住民の暮らしのリズムを身近に体感できる

ため、地域での生活をよりリアルに感じながら体験できる場となる。さらに、短期滞在者と地

域住民の間での出会いや交流が生まれ、地域社会の活性化にも寄与することが期待される。 

 短期滞在の目的や形態として想定されるものは、次のような多様な利用である。 

・ 豊かな自然の中でのリフレッシュや長期休暇 

・ アウトドアやスポーツを目的とした滞在型観光 

・ 祭りなどの地域行事・活動への参加 

・ 農業体験 

・ 家族での地方滞在 

・ 移住を視野に入れた子育て環境の下見 

・ 文化活動や創作活動の拠点としての利用 

このように、短期滞在によってできることは多岐にわたる。したがって、空き家を整備する

際に施設の利用目的を限定せず、利用者が自身の関心や生活に合わせて多目的に利用できるよ

うにすることが重要である。その結果、養父市を訪れる人々も滞在目的を一つに限定せず自由

かつ柔軟に過ごすことが可能となる。またこうした短期滞在者が、乳幼児の一時預かりなどの

市のサービスを利用したり、地域の行事に参加したりできるようにする。そうした交流を伴う

様々な体験は、地域への理解や愛着を深めるきっかけにもなるだろう。 

現在使い道のない空き家を活用して私たちの提案するようなマルチユースな短期滞在施設

を整備し、来訪者と地域が自然に関わることのできる場を設けることで、養父市における新た

なつながり人口の創出につながると考えられる。 

 

第 4 章 セカンドローカル 2：リモートワーカー 

二つ目の提案は、空き家をリモートワーク拠点として提供することである。 

養父市は豊かな自然環境と落ち着いた生活環境を有する一方で、人口減少や高齢化に伴う空

き家の増加といった課題を抱えている。こうした状況の中で、都市部の人々が生活の一部を養

父市で営む「二拠点生活」を可能とすることは、セカンドローカルを増加させ、新しい地域づ

くりの方向性として有効である。また、前章で述べた短期滞在を通じて養父市に関心を持った

人々が、より継続的に地域と関わるためにも利用できる。 

全国的にも、近年は二拠点生活というライフスタイルへの関心が高まっている。国土交通省

（2023）の二地域居住等に関する調査によると、全国の 18 歳以上のうち、実際に二地域居住

などを行っている人は約 6.7％（約 701 万人）、今後「関心がある」と回答した人は約 3 割にの

ぼるとされている。この結果は、二拠点生活への潜在的な需要が大きいことを示している。一

方で、自前で二拠点生活のための住居を確保しようとすると、家を借りる手続きの煩雑さや物

件管理、通信環境の整備などのハードルが高いことが実践の妨げとなる。 
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これらの課題を解決するには、養父市では空き家を活用した「二拠点生活支援モデル」の構

築が有効だと考える。具体的には、空き家をリノベーションし、Wi-Fi 環境や家具・家電を備

えた「リモートワーク対応型住宅」として再生する。これを都市部（兵庫・大阪など）の 20〜

60 代の働く世代や企業に向けて積極的に紹介・アプローチする仕組みを整える。これにより、

地元企業が都市部との接点を持ち、新たな経済的つながりを生み出すことも期待できる。 

提供形態としては、企業と個人それぞれに合わせた柔軟な運用が望ましい。企業向けには、

登録料を払うことで社員が利用できる「法人契約型の地方拠点」として位置づけ、福利厚生や

リモートワークの拠点として活用してもらう。個人向けには、前章で述べた短期滞在の枠組み

を利用し、所有や長期契約の負担を感じずに気軽に二拠点生活を体験できる仕組みとする。こ

うした仕組みが整えば、空き家の利活用と地域経済の循環が同時に進むだろう。 

 

第 5 章 運営体制 

本章では、第 3 章・第 4 章で提案した「短期滞在施設」および「二拠点生活支援モデル」を

持続的に運営するための体制について検討する。空き家所有者の意向、資金面の制約、運営主

体の位置づけなど、制度の実行可能性にかかわる課題を整理する。 

 

1.空き家活用の枠組み 

 空き家所有者の多くは高齢者であり、「賃貸ではなく売却」という意向を持っている。実際、

アドリブワークス社の triven Fab の例でも、当初は賃貸交渉を試みたが成立せず、最終的に

物件を購入した経緯がある2。このことから、空き家を所有者から借りる形で確保し、利用者に

提供するのは現実的ではない。 

 このため、「短期滞在施設」および「二拠点生活支援モデル」を運営する場合、空き家を所有

者から購入した上でリノベーションを行う形が考えられる。これには 1 戸数百万円単位の初期

費用が必要となるため、それを数年かけて利用料で回収する。また、利用者が少ない時期は、

地域住民が会合やイベント、教育・文化活動などに時間制料金で活用できるようにする。短期

滞在利用料、二拠点生活の利用料金、企業向けの法人契約、時間貸しの料金など、複数の収益

源を確保することで、年間を通じた安定運営が可能となる。 

 

2.運営主体のあり方 

本提案では一定の初期費用が必要であり、また宿泊を伴う事業であるため民泊としての届出

や手続きも必要となる。このため、運営は企業が行うことが適当と考えられる。具体的には、

以下のような選択肢がある。 

1. やぶパートナーズなど、市の関係企業による運営 

2. 空き家活用を行う民間企業との提携 

3. 市と地元企業が出資して新たな運営会社を設立する公民連携型の仕組み 

どの方式を採用するかは、リスク負担や資金規模を踏まえた十分な検討が必要であるが、本

提案では、リスクの分散が可能な 3 の公民連携型の運営を提案する。具体的な運営方法につい

ては専門的な見地からの検討が必要であるため、国の「地域活性化企業人制度」を活用し、民

間企業の専門人材を雇用して検討を行うことが考えられる。 

 また、本提案は空き家を活用して関係人口・つながり人口を創出するモデルケースとなりう

るため、国土交通省による「空き家対策モデル事業」として実施することが考えられる。同事

業では、「空き家等に関連する新たなビジネスモデルの構築」や「新たなライフスタイルや居住

 

2 2025 年 10 月 30 日の株式会社アドリブワークス 山岡健人氏へのヒアリングによる。 
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ニーズに対応した空き家の活用等」をテーマとした取組について、民間事業者、NPO、自治体が

応募でき、採択されると空き家の改修費用の補助などが受けられる。モデル事業として実施す

ることができれば、得られた知見を国や他自治体と共有でき、地方創生のモデルケースとして

全国に波及する効果も見込まれる。 

 

3.市の役割 

  「短期滞在施設」および「二拠点生活支援モデル」の直接の運営主体は企業であるが、全体

的な方針の決定、運営主体となる企業の立ち上げ、モデル事業の申請、地域住民との調整など

は市の役割とする。また、運営企業から利用データを定期的に受け取り、分析・評価を行う体

制も必要と考えられる。これにより、実際の効果を踏まえた改善案の立案が可能となる。利用

者属性・滞在期間・再訪率などのデータを体系的に収集・分析し、政策の成果を「見える化」

するとともに、対象層のニーズに合わせて設備や事業内容を修正することで PDCA サイクルを

実現することができると考える。 

 

第 6 章 今後の展望 

1.期待される効果 

本提案の最大の利点は、単なる観光滞在ではなく、一定期間の生活を通じて、つながり人口

を増やす点にある。観光の場合、消費行動は短期的かつスポット的であり地域へのコミットは

限定的である。これに対し、短期滞在や二拠点生活では、生活体験を通じて生活者視点で地域

の自然・風土・人間関係を体感する機会が生まれる。 

さらに、短期滞在者は観光客に比べて地元スーパー・飲食店・体験型観光業に安定的な経済

効果をもたらすと考えられる。滞在者が地元商店や飲食店を日常的に利用することで、地域経

済の循環が生まれ、都市と地方の経済的・人的交流が強化される。また、リモートワーカーや

企業が滞在拠点として利用する場合、市外企業とのネットワーク形成、地域プロジェクトへの

参画、地元産業との協業など、観光消費を超えた交流が期待できる。 

 さらに、リモートワーク環境を備えた滞在施設の整備は、企業や働く世代にとっても新しい

働き方を可能にし、地域を舞台とした企業研修やワーケーションなど、多様な形での利用が期

待できる。また、空き家の改修が地元企業に発注されることで、地域内の経済循環にもつなが

る。 

 

2.課題と解決策 

一方で、空き家活用事業の継続にはいくつかの課題が想定される。まず、空き家の購入・改

修に初期費用がかかることがある。この点については、市が一定程度の出資をすること、国土

交通省の「空き家対策モデル事業」の採択を目指すことで対処を行う。 

さらに、事業を担う民間企業と市の連携体制も鍵となる。運営については民間企業が担うこ

とで、行政コストを抑えつつ柔軟なサービス提供を行う。市は企業から提供されるデータを基

に分析・評価を行い、必要に応じて支援を行う立場を取ることで、透明性と効率性を両立させ

ることが可能と考える。 

このように、空き家を媒介とした都市と地方の循環モデルを構築することは、単なる人口対

策にとどまらず、地域の自立的な発展を支える仕組みとなる。  

 

おわりに 

 本政策提言は、観光に依存した一時的な交流ではなく、生活を通じて地域と関わるつながり

人口を増やす点で、養父市の「やぶ 2050〜居空間構想〜」が掲げる方向性と合致している。課

題となる運営リスクや資金負担は、養父市と地元企業の共同出資による公民連携体制を構築す

ることで緩和できる。行政の制度的支援と地元企業の実務能力を組み合わせることで、空き家



 7 

の再生と短期居住モデルを持続的に運用する基盤が整い、結果としてつながり人口の増加、ひ

いては移住・定住の促進にもつながると考える。 
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